
みらい創生ローン

原則無担保でご利用いただける事業性ローンです

※詳しくは最寄りの窓口でご確認ください。 2025年6月26日現在

ご利用いただける方 ・当金庫の会員または会員資格を有する法人および個人事業主である方。
（但し、不動産業および不動産賃貸業は対象外です。）

・創業者さま（申込日から起算して前後1年以内に創業した(確実にする予定の)事業者さま）。
・お申込時点において、税金・社会保険料に未納がない方。
・その他当金庫の審査基準を満たされる方。

お使いみち ①事業資金（設備資金、運転資金）
②他行借換資金※当金庫の借入金お借換にはご利用いただけません ③その他経常的に発生する季節資金

お借入金額 ①法人 2,000万円以内 ②個人事業主 500万円以内 (③創業の方は300万円以内）

ご融資形式 ・証書貸付、手形貸付

ご返済方法 ・証書貸付：元金均等毎月返済となります。
・手形貸付：原則、期日一括返済となります。

お借入期間 ・証書貸付：運転資金5年以内、設備資金10年以内
・手形貸付：1年以内

お借入利率 ①固定金利または変動金利のいずれかを選択できます
固定金利の場合は、実行日の長期プライムレート＋０．５％
変動金利の場合は、実行日の長期プライムレートと同レート

②創業先
固定金利の場合は、実行日の長期プライムレート＋１．５％
変動金利の場合は、実行日の長期プライムレート＋１．０％
※基準金利は、みずほ銀行が発表する長期プライムレートを基準とし、基準金利の変動幅で変更します。
※金利の適用は、基準金利変更後、最初の約定返済日の翌日から適用します。
※商工会、商工会議所、経済同友会、中小企業家同友会の会員の方は、0.1%優遇させていただきます。

※必要額のうち、信用保証協会や政府系金融機関と協調した場合には上記金利より0.3%優遇させていただきます。
※県のSDGs認証された方については、アドバンス認証0.3%優遇、スタンダード認証0.1%優遇させていただきます。

担保 ・原則、無担保となります。
但し、不動産購入資金支援案件は融対物件を担保徴求します。

保証人 ・法人の場合は、経営者等からの保証徴求要否判断チェックシートに準じます。
・個人事業主の場合は、不要

事務手数料 不要

ご用意いただく書類 ・法人の場合
・商業登記簿謄本（発行3ヶ月以内のもの）
・代表者の方の運転免許証、健康保険証、パスポート等いずれかの身分証明書の写し
・直近３期分の決算書一式
・納税証明書（当金庫においてはじめて事業性のお借入をされる方 納税証明書「その3-3」のご提出）
・ご実印
・事業計画書（創業の場合）

・個人事業主の場合
・運転免許証、健康保険証、パスポート等いずれかの身分証明書の写し
・直近３期分の確定申告書一式
・納税証明書（当金庫においてはじめて事業性のお借入をされる方 納税証明書「その3-2」のご提出）
・ご実印
・事業計画書（創業の場合）

※実際のお借入の場合は、別途必要な書類をご依頼する場合がございます。

その他 ・お申込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。
・審査結果によってはご希望に添えない場合があります。
・なお、審査内容については、お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
・詳しくは、当金庫窓口でお問い合わせください。
・お借入金額については、審査結果に応じた金額とさせていただきます。

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0800-170-6314
受付時間平日9:00～17:00


